
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税率改正前後の注意点                 

Ｑ：消費税率が４月から変わりましたが、

３月末を挟んでした取引について、何か注意

するところはありますか？ 

                                              

Ａ：次のような点に注意してください。 

【解説】 

改正前後に行った取引については、次のよ

うな点に注意してください。 

 ①売上に係る対価の返還等を行った場合 

  平成26年３月31日以前に行った資産の譲渡

等について、平成26年４月１日以後に対価の

返還等があった場合は、旧税率により処理を

行うことになります。ただし、返品処理を１

月単位で行うこととしており、４月に返品を

受けたものは３月に販売したものに対応する

ものというように継続して処理しているとき

は、これに基づいて処理することが認められ

ます。 

 ②貸倒れが生じた場合 

  平成26年３月31日以前に行った資産の譲渡

等に係る売掛金について、平成26年４月１日

以後に貸倒れになった場合は、旧税率により

処理を行うことになります。 

 ③値増金があった場合 

  請負工事にかかる工事代金が、資材等の値

上がりのため一定の値増金を収受した場合、

その値増金が契約において定められていると

きはその建設工事等の引渡しの日の属する課

税期間に算入し、相手方との協議により確定

する値増金については、その収入すべき金額

が確定した日の属する課税期間の課税標準額

に算入することとなっています。 
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